
［Ⅳ］平成２１年度社会事業部事業計画（案） 

 
第１ へるぷねっといしかわの運営 

１ 相談事業の実施 

 昨年度に引き続き、平日の電話相談及び県内各所における定期的な面接相談を実

施する。なお、必要に応じて、非定期の相談事業（１１０番等）を本会各部と連携

して実施する。また、例年に引き続き、新入会員を主な対象として登記相談員及び

一般相談員の拡充を図る。 

予算額  旅費日当  金１５４，８００円（社会事業部会） 

（内訳）旅 費 ５，０００円×３名 ×６回   ＝９０，０００円 

日 当   ９００円×３時間×４名×６回＝６４，８００円 
 

２ 相談員派遣 

 国・地方自治体等において多重債務問題に関する相談窓口が増加していることに

加え、国会で消費者庁設置に向けた動きが見られることに伴い、地方行政において

も消費者問題への取組みがさらに活発化すると考えられるため、相談員派遣の要請

が増加するものと予想される。国民の司法へのアクセス向上のため、また司法書士

制度広報のために、引き続き相談員派遣依頼に対応していく。 

予算額  旅費日当  金９４８，０００円（内訳詳細後記） 

 

相談会場 相談種類 日程 金 額（円） 回数 / 年 
金沢市役所 多重債務 毎週木曜日 １００，０００ ５０ 
金沢市役所 登記 毎週水曜日 １００，０００ ５０ 

野々市町役場 一般 毎月第２木曜日 ２４，０００ １２ 
白山市役所 登記 毎月第４木曜日 ２４，０００ １２ 
白山市役所 多重債務 毎月第２月曜日 ２４，０００ １２ 
小松市役所 登記 毎月第２金曜日 ２４，０００ １２ 
小松市役所 多重債務 毎月第３金曜日 ２４，０００ １２ 
加賀市役所 多重債務 毎週木曜日 １００，０００ ５０ 
七尾市役所 登記・多重債務 毎月第４金曜日 ２４，０００ １２ 

中能登町役場 一般 毎月第１月曜日 ２４，０００ １２ 
羽咋市役所 登記・多重債務 毎月第３水曜日 ２４，０００ １２ 

志賀町（志賀） 一般 毎月第２金曜日 ２４，０００ １２ 
志賀町（富来） 一般 隔月（奇数月） １２，０００ ６ 
司法書士会 一般 毎週水曜日夜間 ２２０，０００ ５０ 

その他 全般 随時・新規 ２００，０００  

合 計   ９４８，０００  



３ 相談事業全般に関する研修 

 各種相談会において相談内容が複雑多岐にわたる傾向があるため、相談過誤や利

益相反について注意を払う必要がある。相談マニュアルの改訂も検討しつつ、研修

等により相談員の質的向上を図るとともに、注意喚起を行う。 

予算額  旅費日当  金３５，４００円 

（内訳）旅 費 ５，０００円×３名×２回＝３０，０００円 

日 当   ９００円×３名×２回＝ ５，４００円 
 
 
第２ 関係諸団体との連携・協働 

 法テラス等の関係諸団体との連絡調整を行い、各種法的サービスに関する情報収

集を図ると同時に、多重債務問題・自殺問題対策等に関する各種機関・団体と連携

しながら、当会が実施すべき相談事業の在り方や今後取り組むべき社会問題につい

て検討を行う。なお、当会と関係諸団体が協賛して相談会等を開催する際には、当

会から相談員を派遣するなどの対応をする。 

予算額  旅費日当  金８８，５００円 
（内訳）旅 費 ５，０００円×１５回＝７５，０００円 

日 当   ９００円×１５回＝１３，５００円 

 
 
第３ ＡＤＲ機関（司法書士調停センター）に関する情報収集 

 現在、当会においては、裁判外紛争解決手続機関（以下「調停センター」という。）

設立に向けた具体的な取組みは行っていない。その理由としては、調停の対象とす

る事件の範囲をいかにすべきかという点や、運営面における人材・財源の確保及び

組織運営の在り方等、検討課題が多岐に渡ることが挙げられる。 
 全国的には、東京会、神奈川県会、滋賀県会、静岡県会が法務省の認証を得て調

停センターの運営を開始しており、その他の単位会においても調停センター設立へ

の動きが見られる。 
 当会としては、調停センター設立に関して、昨年度と同様、他の単位会（主に先

行して調停センターを運営している単位会）の動向を参考にしながら検討し、また

日司連等が主催する調停センターに関する研修会等において得られる情報を収集

することに努めたい。 

予算額  金  ０円 

 
 

社会事業部予算総額 金１，２２６，７００円 

 
 


